
≪耐震改修設計事業の流れ≫ 

 

改修事業の申込み（申込者から） 

審査（市） 

内定通知書の交付（市から） 

設計補助の交付申請（申込者から） 
※代理受領制度を利用する場合は 

「代理受領予定届出書」を 

同時に提出してください。 

審査（市） 

交付決定通知書送付（市から） 

改修設計の実施（設計業者） 

設計完了後 

完了報告書及び補助金交付請求書を提出 

（申請者から） 

 

※代理受領制度を利用する場合は 

「補助金の代理受領に係る委任状」 

様式第２４号を同時に提出して 

ください。 

補助金の支払い（市から） 

 ・様式第４号 

 ・様式第１４号 

 ・様式第１８号 

 ・様式第１９号 

 ・様式第２４号 
（委任する場合） 

 ・様式第２３号 

 ・様式第 9号 

 ・様式第 1３号 

 ・様式第３号 
（借家の場合） 

※詳細については、東温市耐震改修事業等補助金交付要綱をご覧下さい。 

※各様式は、東温市のホームページからダウンロードできます。 

（添付書類） 

・木造住宅耐震診断結果報告書 

・木造住宅耐震診断結果報告書評価証または 

 診断結果報告書チェックリスト 

・見積書（設計、工事、監理） 

 ※工事、監理は予定でかまいません 

・納付状況調査に係る同意書 

 ・様式第２号  

 ・様式第３号 
  （借家の場合）  

（添付書類） 

・木造住宅耐震診断結果報告書 

・木造住宅耐震診断結果報告書評価証または 

 結果報告書チェックリスト 

・見積書（設計、工事、監理） 

※確定分→設計  

工事、監理は予定で構いません。 

・代理受領予定届出書（希望時のみ） 

※申込時に提出済みの資料は省略可 

（添付書類） 

・耐震改修計画書 

・木造住宅改修耐震診断結果報告書 

・木造住宅改修診断結果報告書評価証 

・耐震改修設計図書 

・耐震改修工事平面図 

・完了時における報告書 

・契約書の写し（設計） 

・領収書の写し（設計） 

・代理受領に係る委任状（希望時のみ） 

設計完了までに 

交付決定の内容に変更が 

ある場合は、その都度、変更 

交付申請書（様式第１５号） 

を提出してください。 


